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則した維持管理費用の算定が可能となると考えます。 

○実態に即した費用の算定により、事業者が安定してサービスを提供するための適切な支援を受

けることが可能となるため、特異判定式による設備管理部門の原価の整理の手法について、費

用ごとにそれぞれ個別の区域において実際の設備の構築費用を基に算定した額を合計する手

法として整理されたことに賛同します。 

○事業者が設置する既存の電柱等については、特異判定式が適用される地域において、新規整備

を行うよりも効率的な設備構築を行うために用いられたものであり、当該地域での役務提供には

新規整備と同様に必要な設備として、当然に維持管理費用が生じていることから、公設設備・新

規整備として構築した設備と同様に、原価の算定対象とすることが適当であると考えます。また、

算定にあたっては透明性の観点から、総務大臣から認可を受けている接続料等を用いることと

整理されたことに賛同します。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

（意見１０） 

○設備更新に係る減価償却費について、道路拡幅工事等に伴う設備移転のための設備の除却・再

投資、鳥獣害等により損壊した設備の復旧、老朽化等による故障等に伴う設備取替及び災害等

により損壊した設備の復旧、及びサービス維持の範疇を超えないと総務省が認める設備の更新

に係るものは、事業者が役務提供を行う上で現に発生しているものであり、特異判定式が適用さ

れる地域で継続して役務提供を行うためには必要な費用であることから、これらの設備更新に係

る減価償却費を原価の対象とすることと整理されたことに賛同します。 

○特異判定式の算定において、通信と放送の共用に関し、未契約者には放送トラヒックが流れない

ことを踏まえ、町字単位で放送サービスの契約者数を把握したうえで、費用を３分の２に圧縮する

対象を実際の放送サービス契約者分に限定すると整理されたことに賛同します。 

○ただし、ブロードバンド基盤を通じて提供される様々なサービスを「放送」「通信」と区分し、放送サ

ービスに係るコストとして、３分の１が支援対象外となり事業者が負担することとなれば、未整備

地域や公設地域において事業者が自発的な民設移行や新規整備を行うインセンティブを阻害す

ることや、ブロードバンド基盤を活用した放送サービスの提供ができなくなること等の利用者利便

の低下をもたらすおそれがあることから、放送サービスに係るコストについて、本交付金制度とは

別の支援を受けられる仕組みを継続して検討いただくことが適当と考えます。 

【東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社】 

（考え方１０） 

いただいた御意見の１つ目及び２つ目の〇については、本考え方

案に対する賛同の御意見として承ります。 

 ３つ目の〇の御意見については、今後の施策の参考とさせてい

ただきます。 

無 

（意見１１） 

○FTTHの収容ルータに係る報告について、特異判定式の適用を受ける町字については、真に役

務提供に必要な費用を特定し、それに基づいて交付金が算定されているか等を客観的に確認で

きるように公表し、透明性や適正性を担保することは必要であると考えますが、「ⅰ.設置町字名」

や「ⅳ.新設しない場合に何らかの手法により使用しなければならない最寄りの収容ルータの設置

町字名」等を一般に公表することは、収容ルータの設置場所の特定につながるなどセキュリティ・

安全保障上のリスクが生じるおそれがあるほか、当社のエリア展開等に係る情報として、経営情

報にもあたると考えられることから、そうした情報は公表の対象とせず、総務省殿への個別報告

（考え方１１） 

いただいた御意見については、本考え方案P.７と整合的であり、

本考え方案に対する賛同の御意見として承ります。 

 

無 
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（意見１４） 

第二種負担金の徴収対象となる事業者（MNO）が、MVNOに第二種負担金を転嫁されうること

を考えれば、MVNOが卸役務を利用してエンドユーザに、通信モジュール向け等の電気通信役務

を提供している場合には、当該役務に係る卸役務は、第二種負担金の対象回線数にカウントしな

いことに賛同いたします。 

なお当該回線数を把握するにあたっては、事業者間の競争に影響を及ぼす可能性や、MVNO

各社への運用負担等を考慮すると報告規則を改正の上、総務省殿がMVNO各社からMNO毎に

第二種負担金算定の対象外となる回線数等の報告を受けることが望ましいと考えます。 

【一般社団法人テレコムサービス協会】 

（考え方１４） 

いただいた御意見の前段については、本考え方案に対する賛

同の御意見として承ります。 

なお書きの御意見については、本考え方案P.９及び１２と整合的で

あり、本考え方案に対する賛同の御意見として承ります。 

無 

（意見１５） 

現状の報告規則において、「SIMカード型」、「通信モジュール」等の区分があるところ、「通信モ

ジュール」として報告している回線数は、負担金算定の対象外であると認識しておりますが、この

点、MVNOによっては「SIMカード型」であってもIoT端末や閉域網向けの役務（省令40条の７の２

二に該当する役務）、下り名目速度1Mbps未満の役務、音声のみの役務等が含まれている場合も

あることから、そのような役務も報告対象とし、負担金算定の対象外として頂くことを要望いたしま

す。 

またMVNOには多種多様な事業者が存在し、主要な事業分野（個人向け/IoT向け等）は一様で

はないことを踏まえると、第二種負担金算定の対象外となる回線数を把握するだけではなく、

MNOからMVNOに公平に負担金を転嫁できるようにする必要があると考えます。 

この点、一次MVNO（契約数３万未満の一次MVNOについては、いわゆるL2接続をしている者

に限る。）と契約数３万以上の二次以降のMVNOから、MNOごと及び一次MVNOごとに、回線数を

報告する方法であれば、MNOからMVNOに公平に負担金を転嫁することが可能であると考えるこ

とから、当該方法について賛同いたします。 

【一般社団法人テレコムサービス協会】 

（考え方１５） 

いただいた御意見の前段については、ご指摘のような役務につい

ても、報告対象とし、負担金算定の対象外とすることを想定していま

す（電気通信事業法施行規則第４０条の７の２各号参照）。 

その他の御意見については、本考え方案に対する賛同の御意

見として承ります。 

 

無 

 （意見１６） 

負担金の徴収対象の基本的な考え方は、高速度データ伝送電気通信役務（総務省令で定め

るものを除く。）を提供する電気通信事業者であることから、以下のとおり整理される理解です。 

∙ 接続の場合は、接続先（当該役務をエンドユーザに提供している者）が徴収対象となる。 

∙ 卸の場合は、卸元・卸先の両方が徴収対象として想定されるものの、以下答申の通り、制度

の簡素化の観点で卸元が徴収対象となる。 

 

（参考）「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度の在り方答申」（令和5年2月7

日）P57～58 

「卸電気通信役務の提供を受けた卸先事業者がブロードバンドサービスを提供する場合、卸

元事業者から卸先事業者に提供される卸電気通信役務についても、二号基礎的役務に位置付

けることとしていること（２．（２）②を参照）、卸先事業者は当該卸電気通信役務を利用してエンド

ユーザーにブロードバンドサービスを提供していることを踏まえると、卸元事業者が卸電気通信

役務の提供に係る回線数に基づいて負担することが制度の簡素化に資すると考えられ、実際

（考え方１６） 

いただいた御意見については、関係各者に過度な負担が生じない

よう、今後の運用等に当たって参考とさせていただきます。 

なお、いただいた御意見の中に、この制度に関する回線数報告に

関し、「MVNOを直接関与させるフロー」が「過去に「卸元事業者が卸

電気通信役務の提供に係る回線数に基づいて負担することが制度

の簡素化に資する」とされた整理と逆行している」との御指摘があり

ますが、これについては、本件に係る「ブロードバンドサービスに関

するユニバーサルサービス制度におけるコスト算定等に関する研

究会」（以下「コスト算定等研究会」という。）の議論の過程におい

て、MVNO側から御主張いただいた、「MVNOからMNOに対して役務

の提供状況を報告することは事業者間の公正な競争に影響を及ぼ

す可能性がある」旨の御意見を踏まえ、このように整理するに至った

無 
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に、電話に関するユニバーサルサービス制度でも、支援機関は卸元事業者から負担金を徴収し

ている。 

上記を踏まえ、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度においても、支援

機関は、卸元事業者による卸電気通信役務の提供に係る回線数に基づいて、卸元事業者から

第二種負担金を徴収することが適当である。 」 

 

一方で、移動体については、「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等につい

て （諮問第３１６２号）」にて「仮想移動電気通信サービス」が負担金の徴収対象から除外され、電

気通信事業法施行規則第40条の7の2条（法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度デ

ータ伝送電気通信役務）にてその旨が規定されています。 

上記の前提から、MNOがMVNOの回線数分も含めて報告することを念頭に、その回線数報告

の正確性（通信モジュールの除外等）をどのように確保すべきかという課題が提起され、これまで

議論がなされていた理解です。 

今回の総務省整理では、報告の正確性の確保のためにMVNOを直接関与させるフローとなっ

ていますが、これは、過去に「卸元事業者が卸電気通信役務の提供に係る回線数に基づいて負

担することが制度の簡素化に資する」とされた整理と逆行しています。 

加えて、回線数の報告においてMVNOの情報を正とする整理をするのであれば、MVNOから直

接負担金を徴収するのが合理的ですが、制度上これが不可のため、本来不要な運用が追加され

煩雑な整理となっています。 

仮に回線数報告において、正確性確保のためにMVNOにも直接関与させるフローとするのであ

れば、MNO側で把握できる範囲に着目し、サービス卸と、L2接続型卸・L2接続は別のフローとす

べきであり、具体的には以下の通り整理されるべきです。このように整理することで、報告対象か

らの報告を他事業者からの報告を元に調整するといった調整も不要となり、電話のユニバーサル

サービスと同等の運用の簡素化が考慮された整理ができるものと考えます（※現状の総務省整

理との比較は別添を参照）。＜事務局注：別添は割愛します＞ 

 

【①固定：卸】 

卸元が徴収対象になるため、回線数報告は卸元・支援機関からの負担金の徴収先も卸元 

【②固定：接続】 

接続先が徴収対象になるため、回線数報告は接続先・支援機関からの負担金の徴収先も接続

先 

【③移動体：サービス卸】 

卸元が徴収対象になるため、回線数報告は卸元・支援機関からの負担金の徴収先も卸元 

【④-1移動体：L2接続型卸】 

提供形態はL2接続と同じであることから、L2接続の整理と同様の整理とし、回線数報告は卸

先・支援機関からの負担金の徴収先も卸先 

【④-2移動体：L2接続】 

接続先が徴収対象になるため、回線数報告は接続先・支援機関からの負担金の徴収先も接続

ものです。 
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先 

 

なお、上記の実現には、電気通信事業法施行規則第40条の7の2条について以下対応が必要

と考えることから、今後の制度見直しにおいて検討いただくことを要望いたします。 

∙ 第 1 号「専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務」の対象から、L2 接続型卸

を除外 

∙ 第 2 号 ト「仮想移動電気通信サービス」の削除 

L2接続型卸はMNOの報告からは除外する旨の規定の追加 

【ソフトバンク株式会社】 

（意見１７） 

総務省殿がMVNOの報告に基づき一次MVNO毎の対象回線数比等を算出し、MNO各社は当該

回線数比により、第二種負担金の対象回線数から対象外回線数を控除するものと考えますが、当

該回線数比は、事業者間の競争に影響を及ぼす可能性が考えられることから、目的外利用されな

いように、配慮いただくことを要望いたします。また、適正性を確保する観点から総務省殿から一次

MVNO各社に対しても、同様に当該回線数比（内訳として二次MVNO以降の対象回線数比を含む）

を通知頂くことを要望いたします。 

また契約数３万未満の一次MVNO（L2接続をしていない者。いわゆるサービス卸等。）について

は、MNOが第二種負担金算定の対象外となる回線数を報告して把握することになると考えます

が、当該MVNOが認識する対象外回線数とMNOが認識する対象外回線数に齟齬が発生しないよ

うご対応頂くことを要望いたします。 

【一般社団法人テレコムサービス協会】 

（考え方１７） 

いただいた御意見については、目的外利用がされないことも含

め、今後の運用に当たって参考とさせていただきます。  

なお、いただいた御意見の後段について、この制度の円滑な運用

に向けての関係者間における適切な協力は必要と考えます。 

無 

（意見１８） 

総務省への回線数報告の枠組みについては、制度の透明性と実効性を確保する観点から、そ

の基本的な方向性に賛同いたします。 

一方で、MVNOの事業モデルが多様化し、取引関係も重層的になっている現状に鑑みれば、総

務省が当該回線数報告を受けた後の関係事業者間の応分の負担の実務運用において、MNO-

MVNO間における費用負担の実態や事業者としての受益を精緻に反映できるよう、更に詳細な検

討が必要と考えます。具体的な懸念として、例えば、MVNOが総務省に報告する際には実際に利用

されている回線数（休眠回線を除いた数）を報告する一方、MNOは卸提供している全回線数（休眠

回線を含む数）を報告する場合、支援機関からMNOへの負担金請求額におけるMVNOの応分の負

担の適正性について、MNO-MVNO間で認識に乖離が生じる可能性があります。こうした制度運用

上のトラブルを防ぐためには、事業者間での緊密な情報連携と調整が不可欠です。 

したがって、総務省が報告を受けた後のMNOの負担金納付の在り方については、実務上の課題

に柔軟に対応できるよう、事業者間の協議によって個別具体的な課題を抽出し、実態に即して制度

運用を図ることが必要であると考えます。 

【KDDI株式会社】 

（考え方１８） 

いただいた御意見の第一パラグラフについては、本考え方案

に対する賛同の御意見として承ります。 

いただいた御意見の第二パラグラフ以降については、考え方１７

の後段のとおり、この制度の円滑な運用に向けての関係者間におけ

る適切な協力は必要と考えます。 

無 
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（意見１９） 

MNOの卸回線のうち、MVNOにより通信モジュール向け等に役務提供されている回線数の把握

の仕組みについて、交付金・負担金制度の運用開始後も、事業者への負担や利用者への影響等

を確認いただき、必要に応じて対応方法の見直しを検討いただきたいと考えます。 

【株式会社NTTドコモ】 

（考え方１９） 

いただいた御意見については、今後、この制度の運用が開始され

た後の関係各者の状況も踏まえ、今後の継続的な検討に当たって

参考とさせていただきます。  

無 

（意見２０） 

第二種負担金の算定にあたり、対象除外となる通信モジュール向け等に役務を提供する場合の

回線数把握のため、各MVNOからの回線数報告が予定されているが、各MVNOが適切な報告を実

施する観点、また各MVNOがユーザ転嫁を行う場合のユーザからの見え方（ユーザの制度理解の

促進）の観点から、対象除外となる通信モジュールの事例や除外対象サービスの考え方等につい

て、省令やガイドライン等において明確にしていただくことが重要と考えます。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社】 

（考え方２０） 

いただいた御意見については、電気通信事業法施行規則第４０

条の７の２各号に既に明定されているところです。 

この制度においては、国、自治体、支援機関、電気通信事業

者が連携しつつ、それぞれの立場から必要な周知・広報を重畳

的に行うことが重要なものと考えており、今後適切に対応させて

いただくことを想定しています。 

無 

（意見２１） 

今回の「回線数のカウント方法例」には記載はありませんが、負担金の対象外とされている閉域

網通信（IP-VPNや広域イーサネット）サービスの足回り回線として負担金対象となる卸電気通信役

務（FTTH卸やモバイルデータ通信卸）を利用しているケースにおいて、卸元事業者より卸先事業者

に負担金が転嫁されるケースが想定され、その場合は卸先事業者においてエンドユーザへ転嫁を

行うことが想定されます。 

卸先事業者がエンドユーザに負担金転嫁を行う場合、除外対象とされている閉域網通信役務利

用にもかかわらず負担金を請求されることについて、エンドユーザの混乱を回避するためにも、算

定方法の事例として丁寧な解説または制度解釈を省令やガイドラインにおいて記載いただくことを

要望いたします。 

【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズﾞ株式会社】 

（考え方２１） 

いただいた御意見について、この制度においては、国、自治

体、支援機関、電気通信事業者が連携しつつ、それぞれの立場

から必要な周知・広報を重畳的に行うことが重要なものと考えて

おり、今後適切に対応させていただくことを想定しています。 

無 

（意見２２） 

第二号算定等規則に基づき第二種負担金を適正に算定するためには、負担金算定の対象範

囲および事業者間で連携する情報について各事業者が十分に考慮し、適切に回線数を報告でき

るようにするための制度基盤の整備が必要であると考えます。 

この点、現行の報告規則において「通信モジュール」として回線数を報告する際、事業者ごとに

認識が異なる可能性があり、役務別・用途別等で報告基準が一貫していない状況も想定されるこ

とから、各事業者が適切に回線数を報告するために負担金算定の対象外となる定義を明確にし

ていただくことを要望します。 

また、本制度の適正かつ円滑な運用に向けては、卸元であるMNOや一次MVNOごとの事業者

情報を卸元事業者から卸先事業者へ正確に情報提供することが重要であると考えられるため、

ガイドライン等でその基本的な考え方や運用方法等をお示しいただき、制度開始までに十分な周

知・説明を要望します。 

【株式会社オプテージ】 

（考え方２２） 

いただいた御意見に対する考え方は、考え方２０のとおりで

す。 

無 
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（意見２３） 

周波数を一体的に運用することで役務提供を行う場合は一回線としてカウントすることや、自らが

提供する高速度データ伝送電気通信役務を利用していることを条件に提供される公衆無線LANアク

セスサービスの回線数は、当該高速度データ伝送電気通信役務と併せて一カウントとするとの整理

より、これまでの当社主張のとおり実態としての受益の程度を踏まえた整理がなされたと理解してい

ます。 

【ソフトバンク株式会社】 

（考え方２３） 

いただいた御意見については、御指摘のような役務につき一カ

ウントとすることに対する賛同の御意見として承ります。 

無 

（意見２４） 

第二種負担金の算定方法について、「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」最終取りま

とめ（令和4年2月2日）において、「各負担者の受益の程度は、基本的には、利用者（エンドユーザ）

の数に比例するとの考え方」を踏襲し、「１契約当たりの契約単価により各負担対象者の負担金額

を算定することが適当」と示されています。また、「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役

務制度等の在り方答申」（令和5年2月7日）においては、「ブロードバンドサービスの提供に係るネッ

トワークの価値が高まることで受益する者全体に、応分の負担を求める受益者負担制度である」と

示されています。これらの基本的な考え方に基づき、回線数を基準とした負担金算定の枠組みが

示されたことについては、適切であると考えます。 

一方で、キャリアアグリゲーションや公衆無線LANアクセスサービス、ローミングなど、個別具体

的なサービスに基づき、その算定方法が検討されていますが、複数のネットワークを組み合わせて

提供されるサービスについては、利用者から見て一体的なサービスとして認識されており、その便

益も一体不可分なものとなっていることなどを踏まえ、利用者数に比例するという基本原則に立ち

返り、同一の利用者による重畳的な利用については1回線として扱うといった考え方を明確に示す

ことが、制度運用上は望ましいと考えます。 

このような考え方を明確に示すことにより、今後新たなサービスが登場した際にも、その都度詳

細な制度設計の議論を要することなく、利用者の受益の実態に即した適切な負担の在り方を導き

出すことが可能になると考えます。また、制度改正に要する時間的制約により丁寧な検討が行われ

ず、結果として利用者や事業者が必要以上の負担を強いられる事態（特に、利用者自身が認識す

る契約回線数と乖離した負担を強いられる事態）を回避する観点から、「利用者数に応じた負担」と

いう基本原則を省令等において明確に位置付けていただくとともに、その原則に基づいた回線数の

カウント方法の基準を示していただくことを要望いたします。 

【KDDI株式会社】 

（考え方２４） 

いただいた御意見の前段については、本考え方案に対する賛

同の御意見として承ります。 

いただいた御意見の後段について、本考え方案の作成に当たっ

ては、「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制度等

の在り方答申（令和５年２月７日情報通信審議会電気通信事業政策

部会）」P.５９に記載のとおり、第二種負担金算定の単位として「回線

数」を用い、一回線当たりの単価に事業者ごとの回線数を乗じて当

該事業者ごとの第二種負担金の額を算定することを原則としていま

す。 

無 

（意見２５） 

D2C (Direct to Cell)サービスについても、「利用者の受益の程度に応じた負担」という基本原則に

立ち返って検討することが重要と考えます。 

特に、既存の通信サービスの機能を補完・拡張する形で提供される新たなサービスについては、利

用者にとって一体的なサービスとして認識されることが想定され、このような場合、当該サービスを

既存のサービスとは別個の回線として扱うことは、利用者の受益の実態と乖離する恐れがありま

（考え方２５） 

いただいた御意見については、コスト算定等研究会第１５回会合

における資料１のP.１に記載し、当該会合当日の事務局説明のとお

り、サービスイン時に別途検討することとしています。なお、御指摘

の「原則」は、考え方２４のとおりです。 

無 
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す。 

したがって、このようなサービス（単独サービスとして提供される場合を除く）については、既存の

サービスと一体的に1回線として取り扱うことが適当と考えます。「利用者数に比例する」という基本

的な考え方とも整合しており、今後登場する新たな技術やサービスに対しても、この原則に基づい

て柔軟かつ適切な制度運用がなされることを要望いたします。 

【KDDI株式会社】 

 （意見２６） 

公衆無線LANアクセスサービスの制度適用に関する考え方案について、制度設計の在り方及

び検討過程の両面から、慎重かつ丁寧な取扱いが必要と考えます。 

第一に、本考え方案の検討過程において、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスをはじめとする

公衆無線LANサービスを専業とする事業者へのヒアリング等を通じて、その声を最優先に反映し

た上で方向性が出されるべきであると考えます。公衆無線LANサービスの事業者のビジネスモデ

ルは様々であり、その収益構造次第では、制度適用により事業の存立基盤が揺らぐ可能性もあ

ると想定されます。携帯電話事業者の付随的なサービスとしてのみ捉えるのではなく、独立した

事業としての実態に即した丁寧な制度設計が不可欠と考えます。 

第二に、「受益」と「応分の負担」の適正性の観点から、本考え方案には課題があります。当社

が提供するau Wi-Fi SPOT/au Wi-Fiアクセスは、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが役務提供

主体となっていることから、本考え方案に照らせば株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスは負担対

象となる一方、ほぼ同様の提供形態であっても他社の公衆無線LANを卸電気通信役務として調

達した上で、自社のサービスとして直接役務提供を行う場合の公衆無線LANは対象外となりま

す。条件不利地域のブロードバンドサービス維持のための制度化（ユニバーサルサービス制度整

備）による公衆無線LANサービス事業者の受益の程度は、直接提供か卸提供か間接販売かとい

うビジネスモデルによって変わるものではないにもかかわらず、公衆無線LAN事業者間で応分の

負担に差異が生じることは制度設計として適切ではありません。したがって、高速度データ伝送電

気通信役務の利用を条件に提供される公衆無線LANの回線数は、「自ら」を条件とする必要はな

く、公衆無線LANの役務提供主体に関わらず併せて一カウントとすることが適当と考えます。 

第三に、経過措置期間中に無料サービスのみを対象外とする整理について、再考を要望いた

します。経過措置における配慮の趣旨は、「高速度データ伝送役務の利用を条件とせず、別途の

契約（例：会員制度への加入等）に基づいて提供される公衆無線LANアクセスサービスを対象外

とする」という考え方に基づいた、サービスの提供形態に着目した合理的な整理と理解していま

す。このような考え方に基づくのであれば、当社のPontaパス会員向けサービスのような、有料で

あっても同様に別途の契約に基づいて提供される公衆無線LANアクセスサービスについても、同

様の配慮が必要と考えます。「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会」最終取りまとめにお

いて示された「受益の程度は利用者数に比例する」という考え方からも、公衆無線LANサービスの

受益の程度は、その料金設定（有料・無料）ではなく、サービスの提供形態に基づいて判断される

べきです。したがって、経過措置期間中の取り扱いについては、有料・無料という形式的な区分で

はなく、別途の契約に基づく提供という実態に着目し、有料のサービスについても負担の対象外と

することが適当と考えます。 

（考え方２６） 

いただいた御意見を踏まえ、公衆無線LANアクセスサービスに係

るカウント方法については、本考え方案P.９及び12の記載を、次の下

線部のとおり修文いたします。その他の御意見については、今後の

運用等に当たって参考とさせていただきます。  

〇 原案： 

ただし、このカウント方法に加え、制度運用開始後２年間（令和９

年３月31日まで）は、自らが提供する高速度データ伝送電気通信役

務を利用している者に別途の契約で提供する無料の公衆無線LAN

アクセスサービスの回線数はカウントしないこととする 

〇 修文案： 

ただし、このカウント方法に加え、制度運用開始後２年間（令和９

年３月31日まで）は、自らが提供する高速度データ伝送電気通信役

務を利用している者に別途の契約で提供する無料の公衆無線LAN

アクセスサービスの回線数はカウントしないこととし、また、自らが提

供する高速度データ伝送電気通信役務を利用していることを条件に

別途の契約で他の事業者により提供される無料の公衆無線LANア

クセスサービスの回線数もカウントしないこととする 

 

なお、いただいた御意見の冒頭部分に関し、第二種負担金の算

定対象となる電気通信役務については、令和４年６月に改正された

電気通信事業法第110条の５第１項の規定を根拠に、（複数の電気

通信事業者にもオブザーバとして御参加いただき、令和４年７月から

６回にわたり開催された「ユニバーサルサービス政策委員会ブロード

バンド基盤ワーキンググループ」等の議論を経て令和５年２月に取り

まとめられた「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制

度等の在り方答申」（情報通信審議会電気通信事業政策部会）を踏

まえて、）令和５年６月に改正された電気通信事業法施行規則第４０

条の７の２の規定に、既に「仮想移動電気通信サービス」、「通信モ

ジュール向けに提供する電気通信役務」等は除いて「高速度データ

伝送電気通信役務」とする旨が明定され、かつ、施行されて一年以

有 
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このように、本制度が公衆無線LAN市場に与える影響は極めて大きく、多くのアクセスポイント

の撤退や削減を招く恐れがあります。これは単なる事業者の収益性の問題にとどまらず、災害時

や通信障害発生時における「00000JAPAN」のような重要な公共インフラとしての機能が損なわれ

ることを意味しており、日本の通信インフラや国民生活の安心・安全を脅かしかねない問題として

認識する必要があります。 

以上を踏まえ、公衆無線LANアクセスサービスの扱いについては、公衆無線LANを専業とする

事業者への丁寧なヒアリング等を行い、その社会的意義、「受益」と「応分の負担」の適正性、市

場実態への影響等を総合的に勘案し、政策的な検討が行われることを強く要望いたします。本制

度が公衆無線LANの健全な発展を阻害することなく、真に国民の利益に資するものとなるよう、慎

重に検討頂くことを求めます。 

【KDDI株式会社】 

上経過しているところです。 

（意見２７） 

公衆無線LANアクセスサービスは、交付金・負担金制度において負担対象となるのみで第二種

交付金による補助を受けることが現状ないことに加え、無料による提供や都度契約による提供実態

があり、利用者の認識も無料が前提であると考えられることを踏まえれば、公衆無線LANアクセス

サービス役務自体を第二種負担金の算定対象外とする等の柔軟な整理も取り得たのではないかと

考えます。 

当社が提供するｄ Wi-Fiについて、今後、対応を検討していく中で、サービスの継続が極めて困難

となるような課題が生じる可能性もあることから、交付金・負担金制度の運用開始にあたっては事

業者の具体的な対応状況を踏まえ、公衆無線LANアクセスサービスに関する第二種負担金の算定

対象役務の見直しの要否を検討いただくことを要望します。 

【株式会社NTTドコモ】 

（考え方２７） 

第一パラグラフでいただいた御意見について、第二種負担金の算

定対象となる電気通信役務については、令和４年６月に改正された

電気通信事業法第110条の５第１項の規定を根拠に、（複数の電気

通信事業者にもオブザーバとして御参加いただき、令和４年７月から

６回にわたり開催された「ユニバーサルサービス政策委員会ブロード

バンド基盤ワーキンググループ」等の議論を経て令和５年２月に取り

まとめられた「ブロードバンドサービスに係る基礎的電気通信役務制

度等の在り方答申」（情報通信審議会電気通信事業政策部会）を踏

まえて、）令和５年６月に改正された電気通信事業法施行規則第４０

条の７の２の規定に、既に「仮想移動電気通信サービス」、「通信モ

ジュール向けに提供する電気通信役務」等は除いて「高速度データ

伝送電気通信役務」とする旨が明定され、かつ、施行されて一年以

上経過しているところです。 

第二パラグラフでいただいた御意見については、コスト算定等研

究会における議論を踏まえ、本考え方案P.９及び12に記載のとおり

の経過措置を設けることとしています。今後の運用に当たって参考と

させていただきます。  

無 

（意見２８） 

まず、制度設計にあたり、公衆無線LANアクセスサービスへの適用については、その事業構造

についてご理解をいただいたうえで政策決定を行っていただきたいと考えます。 

当社が構築・運営する公衆無線LANアクセスサービスの電気通信設備（公衆無線LAN設備）

は、当社契約者向けのサービス（都度利用の無料公衆無線LAN、いわゆる「フリーWi-Fi」を含む）

に加え、事業者向けの設備単位での卸提供、特定のネットワーク（無線LANのSSID）単位でのロ

ーミング、利用者または端末に割り当てるID単位での再販、さらに特定の利用者グループ専用サ

ービス（例：「〇〇会員」向けのWi-Fiサービス）の提供など、さまざまな用途に対応する形で運用し

ています。また、ほぼ全ての公衆無線LAN設備は、これら複数の用途を重畳させ、運用費用を分

（考え方２８） 

いただいた御意見に対する考え方は、考え方２６のとおりです。 

なお、この制度は、第二号基礎的電気通信役務の提供が確保

され、ブロードバンドサービスの提供に係るネットワークの価値が

高まることで受益する者全体に、応分の負担を求める制度です。 

また、個々の高速度データ伝送電気通信役務の利用者料金に対

する第二種負担金の一回線当たりの単価の比率に関する御意見に

ついて、第二種負担金は、一義的には電気通信事業者が負担する

無 
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担することで維持されています。 

ここで、公衆無線LAN設備を運営し、サービスを提供する視点から、本考え方案には以下の２

点で課題があると考えております。 

１点目（公平性の観点） 

本考え方案では、他の高速度データ伝送役務の契約者に対して公衆無線LANサービスを提供

する形態において、当社から当該高速度データ伝送役務の提供事業者に対する提供形態が卸形

態であれば適用対象外となる一方、当社が役務提供主体として再販等を行う形態においては適

用対象とされております。 

当社が事業者を介して提供する便益の程度は同等であるにもかかわらず、ビジネスモデルに

よって負担の適用が異なるという考え方は、合理性と公平性の点で問題があります。なお、当社

が役務提供主体という形で提供する高速度データ伝送役務の提供事業者は、KDDI株式会社の

ほか複数のMVNO事業者があり、後者においては、公衆無線LANを自社の役務として提供するこ

とに伴う各種オペレーションの負担が、事業規模の大きい大手MNOに比べて相対的に厳しく、こう

した事業者に対する配慮も必要であると考えます。 

２点目（負担と影響の大きさの観点） 

公衆無線LANサービスには、利用者に無料で提供されるものが多く存在します。当社が有償サ

ービスとして提供する場合も、全国で容量無制限に利用できるプランが月額182円（税別）からと

非常に低価格であり、事業者への卸価格や再販時の仕切り価格はさらに低く設定されています。

このため、他の高速度データ伝送役務と比べて市場価格に大きな乖離があり、同一の負担が適

用された場合、その影響（負担の上昇率）は他の役務に比べて非常に大きくなります。また、公衆

無線LAN設備は、先述の通り、複数の用途を重畳させることで個々の負担が軽減されている背景

があり、負担の増加に伴って撤退するサービスが生じれば、その影響は他のサービスにも波及す

る構造となっています。そのため、負担の適否および適用する場合の水準は、こうした影響の大き

さを考慮した上で決定されるべきであると考えます。 

また、適用する場合の金額の水準については、「ブロードバンドサービスに関するユニバーサ

ルサービス制度における交付金・負担金の算定等の在り方」答申の「４．その他必要と考えられる

事項」において触れられている通り、「受益の差に係る負担額の公平性」の観点からも継続的な検

討を行っていただくことを希望します。 

公衆無線LANは近年、その公共的な役割がますます重要になっています。公衆無線LANは、ス

マートフォンをはじめとする多くのデバイスで、手軽に無料または低価格でインターネットにアクセ

スでき、公共サービスのデジタル化が進む中で、「誰一人取り残さない」ための通信インフラとして

機能しています。また、災害時の情報伝達手段としても役割を果たし、地域住民から訪日観光客

まで、幅広い層に利便性を提供しています。さらに、都市部だけでなく、携帯電話の不感エリア対

策やデジタルデバイドの解消手段としても活用されており、社会インフラの一部としてその役割は

拡大しています。 

本考え方案における公衆無線LANアクセスへの本制度の適用に関しては、弱者に対してより厳

しい内容になっていると言わざるを得ません。上述の公衆無線LANサービスの事業構造、市場環

境、そして社会的な役割を踏まえ、公平性の確保が必須であることはもちろん、その影響の大きさ

ものであるため、当該単価を検討するに当たり当該利用者料金は直

接の関係はないものと考えておりますが、いただいた御意見は、関

係各者に過度な負担を生じさせないことを前提に、「ブロードバンド

サービスに関するユニバーサルサービス制度における交付金・負担

金の算定等の在り方」答申P.33の指摘も踏まえ、「負担額の算定方

法が」「利用者間における負担の不公平感を招かないよう」、また「受

益の差に係る負担額の公平性について」引き続き検討していく中で

の参考とさせていただきます。 












